
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和７年１０月１日改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         運営規程 

 

    （プラスしこうえん重要事項説明書） 

 
 
 



ケアハウス  プラスしこうえん  運営規程  

（ 重 要 事 項 説 明 書 ）  
 

施 設 経 営 法 人  

法 人 名    社 会 福 祉 法 人  フ ジ の 会     

法 人 所 在 地   京 都 市 伏 見 区 深 草 泓 ノ 壷 町 3 7 番 地 の 1  

代 表 者 氏 名   理 事 長   砂 川  靖 子  

設 立 年 月   昭 和 5 7（ 1 9 8 2） 年 8 月 2 日  

 

 

運 営 施 設  

施 設 名    ケ ア ハ ウ ス  プ ラ ス し こ う え ん  

施 設 所 在 地   京 都 市 伏 見 区 深 草 泓 ﾉ壺 町 2 7 - 1  

開 始 年 月 日   平 成 1 0（ 1 9 9 8） 年 7 月 1 日  

 
（施設の目的）  

第１条 この規程は、社会福祉法人フジの会が設置経営する（ケアハウス）プラスしこうえん（以下「施設」と

いう。）の管理運営について必要な事項を定め、業務の適正且つ円滑な執行と老人福祉法の理念に基づき、身

体機能の低下や高齢等のために居宅での生活が不安定な方々に、入所者の自立と社会性を尊重しながら明る

い健康的な生活の場を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 入所者の意思、及び人格を尊重し、施設サービスを提供するように努め、明るい家庭的な雰囲気を有し

、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、また福祉サービスを提供する他事業所との連携に努める。 

 

（職員の職種及び数） 

第３条    

職   種 職員の数 

１．施設長 １名以上 

２．生活相談員 １名以上 

３．介護職員 ２名以上 

４．栄養士 １名以上 

５．事務員 １名以上※ 

  ※ 事 務 員 は 、 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 十 一 条 1 1項 に よ り 、 当 該 事 務

員 を 置 か な い こ と が で き る と 規 定 。  

・ 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ( ◆ 平 成 2 0 年 0 5 月 0 9 日 厚 生 労 働 省 令 第

1 0 7号 )  ( m h l w . g o . j p )  

 

（職務の内容） 

第４条 施設長は、主として理事長の命を受け所属職員を指揮監督し、施設の業務を統括するものとする。 

２．生活相談員は、主として入所者の生活向上に必要な生活指導・相談・援助等に従事する。 

３．介護職員は、主として入所者の援助並びに環境整備を行う。 

４．栄養士は、主として入所者の給食献立・栄養管理・調理上の衛生指導等の業務を行う。 

５．事務員は、主として施設会計・財産管理・庶務等の事務を行う。 

 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa9961&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa9961&dataType=0&pageNo=1


（入所定員） 

第５条 施設の入所定員は５０名とする。 

  

（入所者に提供するサービスの内容） 

第６条 下記を入所者に提供するサービスとする。 

（１）食事の提供 

施設は利用者に対して高齢者に適した食事を毎日３食提供するものとする。ただし、あらかじめ

食事をしない旨の連絡があった場合には提供しなくてもよいこととする。  

２．食品の調理加工及び保管は衛生的に行い、栄養士による毎日の献立表を作成して栄養のバラン

スに留意するものとする。  

（２）入浴の準備 

入浴は隔日以上とし、施設は入所者が定められた時間帯に入浴できるよう準備を行うものとする。                                     

２．原則として、個別の入浴介助は行わないこととする。             

   （３）生活援助 

入所者に対する日常生活の援助は、原則として実施しないものとする。 

２．入所者が入所後において心身の機能低下等で家事等が独力でできず、又病気等で介護者が必要

になった場合には、施設は、入所者が出来る限り、外部の在宅福祉サ－ビス等が受けられるよう努

める。この場合、所要の費用は入所者の個人負担とする。 

    （４）日課・行事・レクリエーション等 

施設における生活の活性化のための内容については、入居のしおりや施設パンフレットなどに       

記載して周知を図るものとする。 

 

（利用料その他の費用の額） 

第７条 下記の料金とする。なお、（１）～（４）については、行政の定める基準に基づくもので、行政の基準

改定に合わせて変更します。 

（１）生活費                     ４８，７６５円 

※上記金額には、1日あたり 900円の食材料費が含まれています。 詳細については別紙１参照 

（２）冬季加算                     ２，１７０円 

※11月から 3月までは、生活費に加算されます。 

（３）居住に要する費用                ３３，０００円 

 

     ※保証金として、入居契約時に別途 ３００，０００円 

（４）サービスの提供に要する費用（事務費） 

       ※対象収入により１５段階の区分に分かれます。 詳細については別紙１参照 

※対象収入とは、前年収入の内から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除し

た後の収入です。詳細は別紙２参照 

   （５）水道料金                     １，７２７円／月 

（６）利用料引落手数料                   １１０円／月 

※ 下記（７）～（10）については、入所者もしくは連帯保証人のご希望等により、サービスを利用

した場合のみ料金が発生します。  

（７）有料サービス                        契約書記載の額 

（８）物品購入                      実費 

（９）日常生活設備・用品等レンタルサービス        契約書記載の額 

（10）行事・クラブ活動費用                実費 

（11）その他の費用 

・各居室で発生する光熱水費・通信費等            実費 

・契約解約時の居室クリーニング代                ３０，０００円（別途、消費税必要） 

・火災保険料                     １２，０００円（２年間） 



 

（サービスの利用にあたっての留意事項）   

第８条 施設長は、入所者が守るべき『入居契約書』『ご入居のしおり』を入所者に配布し、その趣旨を十分周

知徹底しなければならない。また、入所者は『入居契約書』『ご入居のしおり』を遵守しなければならない。

なお、『入居契約書』及び『ご入居のしおり』は施設運営の都合上、改訂される場合もある。 

 

（ハラスメントの禁止）  

第９条  利用者及び家族等からの職員や事業所等に対する次のようなハラスメント行為を不

信行為とみなす。  

（１）パワーハラスメント  

・身体的暴力（叩く、引っ掻く等、身体的な力を使って職員に危害を及ぼす行為  

・精神的暴力（大声で怒鳴る、理不尽な要求をする等、職員の尊厳や人格を言葉や

態度によって傷つけたり貶めたりする行為）  

（２）セクシュアルハラスメント  

職員に対する不必要な体への接触、交際や性的関  係の共用、意に反する性的な誘

い掛け、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為  

（３）カスタマーハラスメント  

長時間の拘束、執拗なクレーム、制度上対応できな  いことの要求、恫喝や罵声、

妥当性を欠く金銭保証の要求等、職員や事業所等に対する著しい迷惑行為）  

（４）その他のあらゆるハラスメント行為  

２．職員や事業所が以上の不信行為が行われたと判断する場合は、状況に応じて警察や弁護

士等に相談の上で、契約を解消させていただくことがあります。  

 

（非常災害対策） 

第１０条 施設長は、火災、地震、風水害等非常災害に備えて、消火、避難等に関する計画を定め、定期的に訓

練の実施等の対策を講ずるとともに、入所者が防災を心掛けるよう指導しなければならない。 

 

（苦情の受付） 

第１１条 当施設における苦情や相談は以下の専用窓口で受け付けることとする。 

    （１）苦情受付担当者 部長（生活相談員） 髙田和也 

    （２）苦情解決責任者 施設長 藤原 通伸 

    （３）第三者評価の実施状況 

     ・実施の有無          有 

     ・実施した直近の実施日     令和４年１１月２３日 

     ・実施した評価機関の名称    特定非営利活動法人きょうと介護保険にかかわる会 

     ・実施した評価結果の開示状況  京都 介護・福祉サービス第三者評価webサイト 

https://kyoto-hyoka.jp/ケアハウスプラスしこうえん/ 

 

（協力医療機関） 

第１２条 当施設の協力医療機関は下記とする。 

     おちあい医院    京都市伏見区深草柴田屋敷町２３－９５（内科） 

     蘇生会総合病院   京都市伏見区下鳥羽広長町１０１番地   

 

https://kyoto-hyoka.jp/ケアハウスプラスしこうえん/


(虐待の防止のための措置に関する事項 ) 

第１３条 施設は、高齢者虐待防止法に沿って入所者の人権の擁護、虐待の防止等に必要な体制と指針の整備、

虐待防止等に関する検討委員会の設置、職員に対して研修を実施するなどの措置を講じるものとする。 

 

（その他施設の運営に関する重要事項） 

第１４条 当該入所者または他の入所者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等

を行う際は、施設が定めた「身体的拘束等の適正化のための指針」に沿って行うものとする。 

       ２．個人情報に関する公開の同意については、別紙３に定めいただくものとする。 

    ３．当施設では事故を未然に予防するために、職員教育や設備環境整備等に努めているが、自立した入

所者が生活するという施設の特性上により、行動が自由であることから施設内外の事故を完全に防ぐこ

とはできない。また、その時の職員体制、業務の時間帯、周辺状況により常に適切な対応等ができない

場合もある。 

 

（改正） 

第１５条 この規程を改正・廃止しようとするときは、社会福祉法人フジの会理事長の決裁を経るものとする。 

 

（附則） 

第１６条 この規程は平成１０年 ７月 ７日より施行する。 

平成２１年 ６月 １日改正 

平成２２年 ９月 ８日改正 

平成２３年１０月 ５日改正 

平成２５年 １月２８日改正 

平成２５年 ６月 １日改正 

          平成２５年 ８月 １日改正 

          平成２６年 ６月 １日改正 

          平成２６年１１月 １日改正 

          平成２７年 １月１９日改正 

          平成２８年 ２月１３日改正 

          平成２９年 ４月 １日改正 

          平成３０年１０月 １日改正 

          令和 元年１０月 １日改正 

                    令和 ２年 ４月 １日改正 

          令和 ３年 ４月 １日改正 

          令和 ３年１０月 １日改正 

          令和 ４年 ８月 １日改正 

令和 ５年 ４月 １日改正 

令和 ６年 ４月 １日改正 

令和 ７年 ４月 １日改正 

令和 ７年 ８月 １日改正 

令和 ７年１０月 １日改正 

以上 運営規程（重要事項説明書）の内容を確認いたしました。 

 

入居者                     印 

 

連帯保証人①                  印 

 

連帯保証人②                  印 
 



別 紙 １  
令 和 ７ 年 １ ０ 月 １ 日 現 在  

  対 象 収 入  生 活 費  
冬 季  

加 算 ※  
居 住 費  事 務 費  

水 道  

料 金  

引 落  

手数料 
合 計  

1  1 , 5 0 0 , 0 0 0 円 以 下  

¥ 4 8 , 7 6 5   ¥ 2 , 1 7 0   ¥ 3 3 , 0 0 0   

¥ 1 0 , 1 6 0   

¥ 1 , 7 2 7   ¥ 1 1 0   

¥ 9 2 , 9 3 2   

2  1 , 5 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 1 3 , 2 1 0   ¥ 9 5 , 9 8 2   

3  1 , 6 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 1 6 , 2 6 0   ¥ 9 9 , 0 3 2   

4  1 , 7 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 1 9 , 3 1 0   ¥ 1 0 2 , 0 8 2   

5  1 , 8 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 2 2 , 3 6 0   ¥ 1 0 5 , 1 3 2   

6  1 , 9 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 2 5 , 4 0 0   ¥ 1 0 8 , 1 7 2   

7  2 , 0 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 3 0 , 4 9 0   ¥ 1 1 3 , 2 6 2   

8  2 , 1 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 3 5 , 5 7 0   ¥ 1 1 8 , 3 4 2   

9  2 , 2 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 4 0 , 6 5 0   ¥ 1 2 3 , 4 2 2   

1 0  2 , 3 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 4 5 , 7 3 0   ¥ 1 2 8 , 5 0 2   

1 1  2 , 4 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 5 0 , 8 1 0   ¥ 1 3 3 , 5 8 2   

1 2  2 , 5 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 5 7 , 9 2 0   ¥ 1 4 0 , 6 9 2   

1 3  2 , 6 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 6 5 , 0 4 0   ¥ 1 4 7 , 8 1 2   

1 4  2 , 7 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 7 2 , 1 5 0   ¥ 1 5 4 , 9 2 2   

1 5  2 , 8 0 0 , 0 0 1 円 以 上  ¥ 7 4 , 9 8 0  ¥ 1 5 7 , 7 5 2   

 

別 紙 ２  

 
 

 

 

 

 

 



別 紙 ３  

情報公開同意書  
 

 

ケ ア ハ ウ ス  プ ラ ス し こ う え ん  

施 設 長  藤 原  通 伸     様  

 

 

私            は 、 下 記 の 場 合 に お い て 貴 施 設 が 契 約 者 の 個 人 情 報  

（ 家 族 等 を 含 む ） を 開 示 す る こ と に 同 意 い た し ま す 。  

 

 記 

 

一  施 設 に お い て 、 相 談 ・ 支 援 等 を 行 う 上 で 必 要 と な る 場 合  

二  契 約 者 が 疾 病 等 に よ り 医 療 機 関 に 受 診 、 入 院 等 す る 場 合  

三  居 宅 支 援 事 業 所 、 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所 等 か ら 情 報 提 供 の 依 頼 が あ っ た 場 合  

四  公 的 機 関 か ら の 情 報 提 供 の 依 頼 が あ っ た 場 合  

五  法 令 規 定 に よ り 遵 守 す べ き 事 項 が 生 し た 場 合  

六  契 約 者 等 が 施 設 に 対 し て 依 頼 し た こ と を 施 行 す る 場 合  

七  そ の 他 、 施 設 が 状 況 を 鑑 み 契 約 者 な ら び に 第 一 も し く は 第 二 連 帯 保 証 人 （ 保  

佐 人 等 含 む ） に 必 要 性 を 説 明 し 了 承 を 得 た 場 合  

※ そ の 場 合 は 、 日 誌 等 に そ の 内 容 を 記 載 す る こ と と す る 。  

 

 

  以上 

 

令 和   年   月   日  

 

■ 契 約 者  

        氏 名            印      

 

■ 署 名 代 行 者  

      

氏 名            印      契 約 者 と の 関 係（    ） 

 

 

私        は 、上 記 一 ～ 七 の 場 合 に お い て 貴 施 設 が 契 約 者 、家 族 の 個 人 情

報 を 開 示 す る こ と に 同 意 い た し ま す 。  

  

   氏 名                印     契 約 者 と の 関 係（     ） 

 


